
佐久穂町商工業振興助成金交付要綱

（趣旨）
第１条　この告示は、町内中小企業の事業継続及び人材育成事業の促進を図るため、その体質
強化及び従業員等の能力向上に係る費用の一部に対し、予算の範囲内で助成金を交付するこ
とについて、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(１)　中小企業　中小企業基本法（昭和38年法律第154号。以下「法」という。）第２条第
１項各号及び第５項に規定するものをいう。
(２)　従業員等　代表者を含む役員及び正規雇用され、給与の支払を受けているものをい
う。
(３)　資格　国家資格、公的資格、民間資格のうち、企業が従業員に必要と認めたもの
(４)　国際規格等　国際標準化機構によって定められているＩＳＯ9000シリーズ、ＩＳＯ14
000シリーズ若しくはＩＳＯ22000シリーズ、環境省が策定したエコアクション21ガイドラ
イン2017版に定められているエコアクション21及び一般社団法人エコステージ協会によっ
て定められているエコステージをいい、食品加工業等においては、各種業界団体が求める
衛生管理手法の認証（ＨＡＣＣＰ等）も含む。
（交付対象者）
第３条　助成金の交付対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、町内に住所を有し、
又は町内に工場若しくは事業所を有する町税を滞納していない中小企業とする。
（交付対象事業）
第４条　助成金の交付の対象となる事業、経費、助成率等は、次のとおりとする。

対象事業 助成対象経費 助成額

従業員等資格取得助成事業 企業が従業員等に必要と認 助成対象経費の全額（２万円
め、取得にかかる経費を負担 以上の場合は、２万円を上限
した資格の受験料（資格を取 とする。）
得した場合に限る。）

国際規格等取得助成事業 国際規格等を取得するために 助成対象経費の３分の１以内
直接要した経費（施設の設備 とし、10万円を上限とする。
投資のための経費は除く。）

企業内勉強会等助成事業 企業内で自主的に開催する勉 助成対象経費の２分の１以内
強会又は講習会における会場 とし、３万円を上限とする。
使用料、講師謝礼等 ただし、１中小企業につき同

一年度で１回までとする。

（助成金の交付申請）
第５条　助成金の交付を受けようとする者は、佐久穂町商工業振興助成金交付申請書（様式第
１号）に納税証明書及び次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

対象事業 添付書類
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従業員等資格取得支援事業 (１)取得した資格の合格証書の写し
(２)受験料の支払を証する書類の写し
(３)取得した従業員等の在籍を証する書類の写し
(４)取得した従業員等の本人確認ができる書類の写し
(５)その他町長が特に必要と認めるもの

国際規格等取得助成事業 (１)国際規格等の登録証又は認証書の写し
(２)国際規格等の登録又は認証に要した経費の支払を証
する書類の写し
(３)その他町長が特に必要と認めるもの

企業内勉強会等助成事業 (１)会場使用料及び講師謝礼等の支払を証する書類の写
し
(２)その他町長が特に必要と認めるもの

（助成金の交付確定）
第６条　町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたとき
は、佐久穂町商工業振興助成金交付（不交付）確定通知書（様式第２号）を交付して通知す
るものとする。
（助成金の請求）
第７条　交付対象者は、前条による助成金交付確定通知書を受理したときは、速やかに佐久穂
町商工業振興助成金交付請求書（様式第３号）を町長に提出するものとする。
（交付確定の取消し及び助成金の返還）
第８条　町長は、交付対象者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、助成金の交付確
定の全部又は一部を取り消すことができる。
(１)　助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(２)　この告示及び町長の指示に違反したとき。
(３)　偽りその他の不正により助成金の交付を受けたとき。
２　町長は、助成金が交付された後に、前項各号に該当する事実が判明したときは、期限を決
めてその返還を命ずることができる。
（補則）
第９条　この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定め
る。

附　則
（施行期日）
１　この告示は、平成30年４月１日から施行する。
（失効）
２　この告示は、平成33年３月31日限り、その効力を失う。ただし、平成33年３月31日までに
第６条の規定による額の確定をした助成金については、同日後もなおその効力を有する。
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様式第１号（第５条関係）
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様式第２号（第６条関係）
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様式第３号（第７条関係）
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